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1951年 宮城県が県の事業としてがん登録（地域がん登録）を開始（各都道府県で順次開始）
2007年 がん対策基本法の施行（がん対策推進基本計画において、がん登録の推進が明文化）
2012年 全都道府県が地域がん登録を実施
2016年 がん登録等の推進に関する法律（平成25年法律第111号）の施行
2018年 匿名化された全国がん登録情報の提供開始
2019年 全国がん登録情報（顕名情報）の提供開始

がん登録の概要

２

がん登録の沿革

○ がん登録は、がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握・分析など、がんに係る調査研究を推進し、がん対
策の一層の充実に資することを目的とする。

○ がん登録には、以下の２つの仕組みがある。

【全国がん登録】
国において、全ての病院及び指定した診療所から、がんの罹患、診療、転帰等に関する情報（26項目）を
収集した上で、当該情報をデータベースに記録し、保存するもの。がん対策全般を科学的知見に基づき実
施する上で基礎となる情報の収集を目的とする。

【院内がん登録】
主に専門的ながん医療の提供を行う病院において、がんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報（105
項目）を記録、保存するもの。病院におけるがん医療の質の向上を目的とする。

○ がん登録に係る患者情報は、厳格な保護が行われることとされている。

がん登録の仕組み



がん登録の情報収集フロー及び期待される効果

３

医療機関

院内がん登録
システム

受診 厚生労働省

国立がん研究センター都道府県国民・患者

届出
（罹患情報）

院内がん登録症例集計
院内がん登録情報（※）の提出
※氏名等を削除した情報

審査・整理
（県内の届出情報）

審査・整理及びDB登録
（県間の届出情報＋死亡者情報等）

全国がん登録DB
（全国がん登録情報）

全国がん登録DB
（都道府県がん情報）

○診療実績等について、他の医療

機関と合わせて正確に把握でき、

比較が可能になる。

○がん予防や医療の質に係る評価

等の研究が推進される。

○正確かつ最新のデータを経年で

把握でき、がん予防やがん検診、

がん医療の提供体制等のがん対

策について、科学的知見に基づ

いて実施できる。

○データに基づく施策や研究成果

によるがん医療の質の向上等が

期待される。

○医療機関の診療実績等を確認す

る客観的な情報源となる。

全国がん登録

届出
（罹患情報）

収集したデータは、

国立がん研究センター

が集計し公表。また、

国・都道府県・医療機

関・研究者等は二次利

用が可能。

院内がん登録

＜患者・国民＞ ＜国・都道府県＞ ＜医療従事者・研究者＞

がん登録の情報収集フロー

がん登録に期待される効果

市区町村

提出
（死亡者情報）

委任
（権限及び事務）



全国がん登録D Bを用いたがん登録情報の利用・提供の類型

４

○ 行政機関（国、都道府県、市町村）及び民間機関（研究者、企業）は、全国がん登録情報（顕名情報）及びその
匿名化された情報のいずれも利用可能である。なお、民間機関による顕名情報利用は研究対象者本人の同意が必要
となる。

○ 全国がん登録の届出を行った病院及び指定された診療所は、届け出た患者の生存確認情報を同意なく利用可能で
あるが、活用方法が限られている。

※全国がん登録情報は国が、都道府県がん情報は当該都道府県が提供する。

利用者 利用目的 全国がん登録情報（顕名情報） 匿名化された情報

行政
機関

国
国の

がん対策のため

研究対象者の情報に全国がん登録情報を照合して
利用可能

（法第17条第１項）

匿名化された全国がん登録情報が
利用可能

（法第17条第１項）

都道
府県

都道府県の
がん対策のため

研究対象者の情報に当該都道府県に係る全国がん登
録情報又は都道府県がん情報を照合して利用可能

（法第21条第１項又は法第18条第１項）

匿名化された都道府県がん情報が
利用可能

（法第18条第１項）

市町村
市町村の

がん対策のため

研究対象者の情報に当該市町村に係る全国がん登録
情報又は都道府県がん登録情報を照合して利用可能

（法第21条第２項又は法第19条第１項）

匿名化された当該市町村に係る
都道府県がん情報が利用可能

（法第19条第１項）

民間
機関

研究者
・企業
・病院等

がんの
調査研究のため

研究対象者の情報に全国がん登録情報又は都道府県
がん情報を照合して利用可能

（法第21条第３項又は８項）
全国がん登録情報等との照合のため、研究対象者本人の同意取
得及び識別子（氏名、生年月日、性別、住所）が必要。

匿名化された全国がん登録情報が
利用可能

（法第21条第４項又は９項）

病院等
院内がん登録

その他調査研究のため

がん登録の届出を出した患者の予後情報（都道府県
がん情報）を利用可能

（法第20条）
同意なく取得した予後情報は加工（＊）により第三者提供可能。

ー

＊最終生存確認日／死亡日を診断日等との差から得られる生存期間（日数）に、死因を「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」に置換



１．地域医療構想の見直し等【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】

①-1 地域医療構想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。
・病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等）報告制度を設ける。

①-2 厚生労働大臣は５疾病・６事業・在宅医療に関し、目標設定・取組・評価が総合的に推進されるよう都道府県に必要な助言を行う。＊
①-3 都道府県は病床数の削減を支援する事業を行える（削減したときは基準病床数を削減）ほか、国は予算内で当該事業の費用を負担する。＊
② 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。

２．医師偏在是正に向けた総合的な対策【医療法、健康保険法、総確法等】

① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。
保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。

② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化（新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等）する。
③ 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。

3．医療DXの推進【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】

①-1 必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等を実現し＊ 、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
①-2 2030年末までに電子カルテの普及率約100％を達成するよう、医療機関業務の電子化（クラウド技術等の活用を含む）を実現する。＊
② 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。
また、厚生労働大臣は、医療DXを推進するための「医療情報化推進方針」を策定する。その他公費負担医療等に係る規定を整備する。

４．その他（検討規定）＊
①外来医師過多区域での新たな診療所開設の在り方、②医師手当事業に関して保険者等が意見を述べられる仕組みの構築、
③介護・福祉従事者の適切な処遇の確保

医療法等の一部を改正する法律（令和７年法律第87号）の概要

令和９年４月１日（ただし、一部の規定は公布日（１①-2及び①-3並びに４②及び③）、令和８年４月１日（１②、２①の一部、②及び③並びに４①）、令和
８年10月１日（１①-1の一部）、公布後１年以内に政令で定める日（３①-1の一部及び①-2）、公布後１年６月以内に政令で定める日（３③の一部）、公布後
２年以内に政令で定める日（１③及び３③の一部）、公布後３年以内に政令で定める日（２①の一部並びに３①-1の一部及び３②）等）

施行期日

改正の概要

等

このほか、平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、表現の適正化を行う。

５

高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想
の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる。

改正の趣旨

＊を付した事項は衆議院による修正部分（概要）

令和７年12月12日公布



公的ＤＢにおける仮名化情報の利用・提供

〇 厚生労働大臣等が保有する医療・介護関係のＤＢ（公的ＤＢ）では、これまで匿名化情報の利用・提供を進めてきた。
〇 医学・医療分野の研究開発等において、匿名化情報では精緻な分析や長期の追跡ができない等、一定の限界がある。
〇 データ利用者は、利用したいＤＢそれぞれに対して申請を行い承認を得る必要がある等、負担が大きい。

〇 公的ＤＢの仮名化情報の利用・提供を可能とし、他の仮名化情報や次世代医療基盤法の仮名加工医療情報との連結解析を可能とする。
〇 その際、個人情報の保護を適切に図るため、以下のような管理・運用を行うこととする。
・仮名化情報の利用は「相当の公益性がある場合」に認めることとし、利用目的や内容に応じて必要性やリスクを適切に審査する。
・ＤＢは、個人情報保護法上、個人情報の保有主体に求められるものと同等の安全管理措置や不適正利用の禁止等の措置を講ずる。
・仮名化情報の利用に当たっては、クラウドの情報連携基盤上で解析等を行い、データ自体を相手に提供しないことを基本にする。
・これまでの匿名化情報と同様に、照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利用の際の罰則を求め、匿名化情報よりも厳格な管理を
担保するため、厚労大臣等から利用者に対して利用の目的・方法の制限の要求等の規定を設ける。

現状

改正の内容

氏名 性別 生年月日 体重 収縮期血圧 病名

厚労花子 女 2003/7/26 53.4 211 膵島細胞症（希少疾患）

ID 性別 生年月日 体重 収縮期血圧 病名

B002 女 2003/7 50～55 201以上 その他

ID 性別 生年月日 体重 収縮期血圧 病名

B002 女 2003/7/26 53.4 211 膵島細胞症（希少疾患）

匿名化情報：本人を識別すること及びその作成に用いられた情報を復元
することができないように加工された情報

氏名等に加え、
必要に応じて、医療データ領域も削除・改変が必要

医療データ領域の削除・改変は基本的に不要

氏名
等は
削除

氏名
等は
削除

※単体又は組合せにより特定の個人を識別することができる記述については削除が必要。

医療データ領域

仮名化情報：氏名等の削除等により、他の情報と照合しない限り、特定
の個人を 識別できないように加工された情報

＜匿名化情報・仮名化情報のイメージ＞

元データ

改正案

＜医療・介護関係の公的DBの利活用促進のイメージ＞

３．医療DXの推進②

６

第31回 厚生科学審議会がん登録部会（令和７年２月20日）資料２から抜粋



がん登録制度の直近及び今後の見直しについて①

７

〇 「全国がん登録 情報の提供マニュアル」の改訂等

• 民間事業者を含めた利用者の範囲や利用できる条件を明記

• 全国がん登録情報等の国外提供に係る運用ルールを明確化

• がん登録推進法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに係る方針を明確化（※）

※（生存確認情報について、最終生存確認日（死亡日）を、診断日等との差から得られる生存期間（日数）に、

死因を「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」に置換）

令和７年４月～

〇 20条提供情報の第三者提供について、より詳細な情報の提供を可能とする加工方法の具体を定め、

「全国がん登録情報 情報の利用マニュアル」等を見直す予定

令和 8年度中

〇 令和９年診断症例から、全国がん登録の届出項目等へ被保険者番号等を追加

〇 令和９年診断症例から、全国がん登録の登録項目へ死亡場所を追加

令和９年 1月～

〇 令和10年診断症例から、がんの進行度としてUICC TNM分類を全国がん登録の届出項目へ追加

令和 1 0年 1月～



がん登録制度の直近及び今後の見直しについて②

８

〇 仮名化情報の利用・提供

• 全国がん登録の仮名化情報の利用・提供を可能とする

〇 他のデータベースとの連結・解析

• 全国がん登録の匿名化情報・仮名化情報と、NDB等の他の公的DB等の匿名化情報・仮名化情報との

連結・解析を可能とする

〇 匿名化の定義の明確化

• 他の公的DB等の匿名化情報や個人情報保護法における匿名加工情報の基準を勘案して明確化する

〇 届出の照合・集約作業の効率化及びデータ精度の向上

• 届出情報の審査・整理（名寄せ）において、最古の被保険者番号等から生成されるID（ID5）の利用を

可能とする

〇 住所異動確認調査の円滑化

• 都道府県及び国立がん研究センターにおける届出の審査・整理にかかる事務等について、住基ネットを

利用可能とする

令和 1 0年 1 2月まで（改正がん登録推進法の施行）

これらの取組により、がん登録のデータ精度の向上、他のデータベースとの連結・解析をはじめとした提供される情報の充実が可能となる。
それにより、調査研究が推進されることで、医療の質が向上し、がん対策が一層充実され、患者・国民がより良いがん医療や支援を受けら
れる。



全国がん登録D Bと他D Bとの連結のメリットについて

連結解析

・がん診療の内容（薬剤名、治療名等）
・がん再発時の治療内容（薬剤名、治療名等）
・がん患者の合併症や治療内容（傷病名、薬剤名、
治療名等）

・特定健診・保健指導の内容（健診結果*、問診結果*
等）

・医療費や公費負担の状況（医科・歯科診療報酬点
数表項目等）

NDB
・特定健診・保健指導の

内容
など

全国がん登録DB
・がんの診断情報

・がん患者の予後情報
など

・がん患者情報（性別、年齢、地域等）
・がんの診断情報（原発部位、病理情報、診断根拠、
診断日、発見経緯等）

・がんの初回治療（外科的治療、放射線療法、化学療法
等）の有無

・がん患者の予後情報（生存、死亡日、死因等）

■NDBとの連結解析により今後可能となる研究（イメージ）

生活習慣等が発がんリスクに与える影
響に関する研究

がん登録DBを他のDB（NDB等）と連結することにより、がん登録DBに格納されていない情報を併せて研究等に利活

用できるようになるため、がんの新たなリスク要因の解明に資する疫学研究やがん診療の実態把握に資する政策研究

等に取り組むことが可能となる。

匿名化又は仮名化
された情報

「がん予防」 「がん医療」 「がんとの共生」

全国がん登録DBの主な情報 NDBの主な情報

エビデンスに基づく予防法の提案

NDB
・がん診療の内容

・がん再発時の治療内容
など

全国がん登録DB
・がんの診断情報

・がん患者の予後情報
など

NDB
・がん患者の合併症や治

療内容
・医療費や公費負担の状

況
など

全国がん登録DB
・がんの診断情報

・がん患者の予後情報
など

がんの再発、治療抵抗性及び予後や副作
用に関する研究

多様な患者ニーズに応じた医療の質向上

がんサバイバーの併存疾患やライフス
テージに応じた診療実態に関する研究

充実したサバイバーシップの実現

* 健診結果はBMI、血圧、血液検査項目（血糖、貧血、脂質、肝機能、腎機能等）、尿検
査、眼底検査、心電図等。問診結果は喫煙習慣、飲酒習慣、食生活、運動習慣等。

９

第28回 厚生科学審議会がん登録部会（令和６年９月18日）資料２から抜粋



• 参考資料



全国がん登録及び院内がん登録に係る課題と対応方針 中間とりまとめ 概要
（令和５年1 0月 厚生科学審議会がん登録部会）

全国がん登録に係る対応方針（抜粋） 院内がん登録に係る対応方針

（抜粋）

「中間とりまとめ」においては、がん登録法の改正が必要となり得る内容や運用で対応する内容等が幅広く記載されている。

（１）全国がん登録情報の整備

①届出の照合・集約作業の効率化及びデータ精度の向上

○ 都道府県及び国立がん研究センターにおける照合・集約作業

の効率化及び精緻化のため、被保険者番号又は被保険者番号か

ら生成されるＩＤの全国がん登録において収集・整備する項目

への追加について検討するべき。その際、医療機関や地方公共

団体、国民から理解が得られるよう、適切な説明を行う必要が

ある。

②住所異動確認調査の円滑化

○ 住所異動確認調査の円滑な実施に向け、住所異動確認調査が

法に基づく調査であること等について、引き続き周知に努める

べき。加えて、効率化・デジタル化に向けた調査方法について

関係省庁との調整を進めるとともに、より効率的な調査スキー

ムについて検討するべき。

（２）全国がん登録DBを用いた情報の利用及び提供

①利用及び提供の申出から提供までの手続の簡略化

○ 第 18 回がん登録部会において議論された対応策については、

引き続き検討を進めるべき。また提供の申出から結果通知まで

の期間を短縮し、情報の利活用推進のため、その審査体制につ

いて見直しを検討するべき。

②情報の利用範囲（民間事業者の利用可否）の明確化

○ 「がんに係る調査研究を行う者」について、民間事業者が除

外されるものではないと解するべき。当該取扱いについて、今

後、運用上の実績を蓄積し、必要に応じて提供マニュアル等を

改訂するなど適切な利活用の推進を図るべき。

③匿名化の定義の明確化

○ がん登録推進法における匿名化の加工基準を法令又はガイド

ライン等で明確化すること、また識別行為の禁止や公表基準等

の受領者の行為規範を検討するべき。

○ 一方で、個人情報保護法の「匿名加工情報」相当の加工基準

よりも緩やかな基準により加工された情報の利活用を可能とす

る方策の是非等についても検討を行うべき。

○ 加えて、今後、運用上の実績を蓄積していくことで、基準の

更なる明確化を図るといった、運用面の取組も必要。

④他のデータベースとの連結・解析

○ 全国がん登録DBと公的DB等について、匿名化した情報のＩＤ

５等を用いた連結解析を行うことが考えられ、ＩＤを生成する

ために必要な被保険者番号を全国がん登録における収集項目に

追加することについて検討するべき。また、連結解析を可能と

するための法的・技術的検討を進める必要がある。加えて、特

定の個人が識別されることを防止するために必要な措置等を今

後整理・検討する必要がある。

⑤情報の国外提供に係るルールの整理

○ がん対策の実施に資すると認められる場合には、国際機関等

に対して、匿名化が行われた全国がん登録情報及び都道府県が

ん情報の国外提供を可能とするよう、必要な対応を検討するべ

き。加えて、その他要件の明確化や国外の利用者についても安

全管理措置が遵守されるような実効性確保のための措置等を設

けるべき。

⑥法第 20 条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し

○ 20 条提供情報について、診療録への転記等の利活用ができる

よう、がん登録推進法等の規定の整備を含め、必要な見直しを

行うべき。また、当該病院の院内がん登録から診療録等へ転記

された場合の第三者提供の在り方や、安全管理措置等の運用上

の留意点についても整理する必要。

（３）全国がん登録情報等の適切な取扱い

○ 情報の第三者提供における安全管理措置の見直し及びリモー

トアクセス等を活用した情報提供体制の整備について、調査研

究事業において検討を進めるべき。

（１）院内がん登録の推進

○ 法施行前の院内がん登録情報の予

後調査について、地方公共団体から

協力が得られるよう、国立がん研究

センターにおいて適切な説明及び周

知を行うべきである。また、地方公

共団体の担当者が替わっても協力が

得られるよう、丁寧な周知に努める

べき。

○ 院内がん登録の記録、保存項目を

追加することについて国立がん研究

センターにおいて検討を行い、必要

に応じ、「がん診療連携拠点病院等

院内がん登録 標準登録様式」を改訂

する等の対応を行うべき。

（２）院内がん登録全国収集データの

利活用

○ 院内がん登録全国収集データにつ

いては、当面の利活用に係る整理と

して、国立がん研究センターが、個

人情報保護法等に基づき、2023 年

より第三者提供を開始している。将

来的には、院内がん登録全国収集

データの更なる利活用を促進するた

め、必要な対応を検討するべき。 11

第27回 厚生科学審議会がん登録部会（令和６年８月２日） 資料１より抜粋



民間機関による全国がん登録情報（顕名情報）の利用

12

法第21条第３項に基づき情報提供を受けた調査研究のうち、J-MICC Studyは、座位時間と乳がん罹患の関係等、複数

の解析結果を学会・論文等で発表している。

申出者 若井建志 （名古屋大学大学院医学系研究科予防医学分野）

調査研究名 日本多施設共同コーホート研究 （J-MICC Study）

調査研究目的 J-MICC研究の主たる目的は、生活習慣、遺伝子型、血液成分の組み合わせと疾病の関係を検
討し、体質を考慮したがんやその他の生活習慣病の原因を検討する。
その一環として、全国がん登録情報を用い、がん発生に関連する生活習慣、遺伝子型、血液
成分の影響とその交互作用を検討し、がんの予防対策に必要な基礎資料を得る。

成果公表状況 学術論文発表、学会発表等

（例）Tomida S, et al., Seven-plus hours of daily sedentary time and the 

subsequent risk of breast cancer: Japan Multi-Institutional 

Collaborative Cohort Study. Cancer Sci. 2024 Feb;115(2):611-622. 

「７時間以上の座位時間と乳がん罹患リ
スク」について：
「日本人を対象とした大規模研究により、
座っている時間が1 日7時間以上の場合、
乳がん罹患リスクが上昇することを初め
て解明。

利用事例 第26回厚生科学審議会がん登録部会（令和６年３月15日） 資料１より抜粋



国による全国がん登録情報（匿名化された情報）の利用

13

国は、がん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のために自ら利用可能（又は委託事業者等に提供可

能）とされている。代表的な利用例が、罹患数・率等の統計作成と公表。

厚生労働省では、全国がん登録情報として、罹患数・率をとりまとめ、報告書を公表するとともに、各種
集計表を統計として公表している。

全国がん登録 罹患数・率 報告

○左図：厚生労働省健康局がん・疾病対策課「全国がん登録罹患数・率報告」
○右図：e-Stat 政府統計の総合窓口（https://www.e-stat.go.jp/ 2024年2月20日アクセス）

利用事例 第26回厚生科学審議会がん登録部会（令和６年３月15日） 資料１より抜粋

https://www.e-stat.go.jp/
https://www.e-stat.go.jp/
https://www.e-stat.go.jp/


都道府県による都道府県がん情報（顕名情報）の利用

14

都道府県は、がん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のために自ら利用可能（又は委託事業者等に

提供可能）とされている。代表的な利用例が、がん検診精度管理事業の報告書公表。

○左図：青森県がん・生活習慣病対策課「がん登録データを活用したがん検診精度管理事業（令和４年度報告書）」
○右図：がん検診精度管理事業の報告書掲載HP（https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/gantourokugankenshin.html 2024年7月５日アクセス）

市町村のがん検診台帳とがん登録情報を照合した上で、都道府県におけるがん検診の精度（感度・特異度）等について、現
状と課題をとりまとめ、報告書を公表するとともに、がん検診の改善に利用している。

がん検診の精度管理

利用事例 第27回厚生科学審議会がん登録部会（令和６年８月２日） 資料１より抜粋



民間機関による都道府県がん情報（顕名情報）の利用

15

がんに係る調査研究を行う者は、がん医療の質の向上等に資する研究のために、都道府県から顕名情報の提供を受け

ることができる。代表的な利用例が、コホート研究。

参加者の基礎特性（ゲノム情報）や生活習慣・環境、血液検査等の各種検査結果と罹患状況の関連を把握・解析し、健康支
援のあり方を考え、今後の地域医療の向上につなげることを目的とした研究。成果は論文・ホームページ等で研究者や市民
へ情報提供している。

コホート研究の例

○左図：東北大学東北メディカル・メガバンク機構「地域住民コホート調査」HP（https://www.megabank.tohoku.ac.jp/chco/index.html  2024年７月５日アクセス）
○右図：東北大学東北メディカル・メガバンク機構「三世代コホート調査」HP（https://www.megabank.tohoku.ac.jp/3gen/ 2024年７月５日アクセス）

利用事例 第27回厚生科学審議会がん登録部会（令和６年８月２日） 資料１より抜粋

https://www.megabank.tohoku.ac.jp/chco/index.html
https://www.megabank.tohoku.ac.jp/3gen/


病院等による都道府県がん情報（顕名情報）の利用

16

病院等は、院内がん登録その他がんに係る調査研究のため、自施設で診断・治療した症例の生存確認情報を含む都道

府県がん情報について、都道府県から提供を受けることができる。代表的な利用例が、生存率の公表。

施設で初回治療方針に関する決定・施行が行われた症例の生存率を算出し、ホームページで公表、生存率に関する留意事項
や考察等を合わせて公表し、患者等へ情報提供している。

施設の生存率公表の例

○公立西知多総合病院「病院情報の公表（臨床指標）」HP（https://www.nishichita-hp.aichi.jp/about/dpc/、2024年７月５日アクセス）

利用事例 第27回厚生科学審議会がん登録部会（令和６年８月２日） 資料１より抜粋

https://www.nishichita-hp.aichi.jp/about/dpc/
https://www.nishichita-hp.aichi.jp/about/dpc/
https://www.nishichita-hp.aichi.jp/about/dpc/


都道府県による都道府県がん情報（匿名化された情報）の利用

17

都道府県は、がん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のために自ら利用可能（又は委託事業者等に

提供可能）とされている。代表的な利用例が、罹患数・率等の公表。

○左図：東京都保健医療局「東京都のがん登録（2019年症例報告書）」
○右図：東京都がん登録事業の報告書掲載HP（https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/torikumi-kankei/chiikigan/report/index.html 2024年7月５日アクセス）

がん罹患状況について、全国と比較した各都道府県やその市区町村別等の特徴をとりまとめ、報告書を公表するとともに、
集計表データを公表している。

都道府県のがん登録報告書の例

利用事例 第27回厚生科学審議会がん登録部会（令和６年８月２日） 資料１より抜粋

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/torikumi-kankei/chiikigan/report/index.html
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/torikumi-kankei/chiikigan/report/index.html
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kensui/gan/torikumi-kankei/chiikigan/report/index.html


民間機関による都道府県がん情報（匿名化された情報）の利用

18

がんに係る調査研究を行う者は、がん医療の質の向上等に資する研究のために、都道府県から匿名化された情報の提

供を受けることができる。様々な研究成果が論文や学会等で発表されている。

大阪府がん登録情報を利用し、小児がん経験者
を調査した研究。

医療の発展により増加しているがんサバイバー
の数を把握することで、がんサバイバーの抱え
る健康課題を明らかにし、がんサバイバーに対
する医療・支援の質向上に資する。

公表された論文の例

○Kudo H, Nakata K, Morishima T, Kato MS, Kuwabara Y, Sawada A, Fujisaki H, Hashii Y, Miyashiro I. Prevalence of survivors of childhood cancer based on a population-based 

cancer registry in Osaka, Japan. Int J Cancer. 2024 Apr 12. doi: 10.1002/ijc.34961. Epub ahead of print. PMID: 38608173.

利用事例 第27回厚生科学審議会がん登録部会（令和６年８月２日） 資料１より一部改変


	レイアウトサンプル
	スライド 0: がん登録等の推進に関する法律の改正について
	スライド 1: がん登録の概要
	スライド 2: がん登録の情報収集フロー及び期待される効果
	スライド 3: 全国がん登録DBを用いたがん登録情報の利用・提供の類型
	スライド 4: 医療法等の一部を改正する法律（令和７年法律第87号）の概要 
	スライド 5: 　　　　　　　公的ＤＢにおける仮名化情報の利用・提供
	スライド 6: がん登録制度の直近及び今後の見直しについて①
	スライド 7: がん登録制度の直近及び今後の見直しについて②
	スライド 8:  全国がん登録DBと他DBとの連結のメリットについて
	スライド 9
	スライド 10:       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全国がん登録及び院内がん登録に係る課題と対応方針 中間とりまとめ　概要 （令和５年10月 厚生科学審議会がん登録部会）
	スライド 11: 民間機関による全国がん登録情報（顕名情報）の利用
	スライド 12: 国による全国がん登録情報（匿名化された情報）の利用
	スライド 13:  都道府県による都道府県がん情報（顕名情報）の利用
	スライド 14: 民間機関による都道府県がん情報（顕名情報）の利用
	スライド 15:  病院等による都道府県がん情報（顕名情報）の利用
	スライド 16: 都道府県による都道府県がん情報（匿名化された情報）の利用
	スライド 17:  民間機関による都道府県がん情報（匿名化された情報）の利用


